
 中国地方非常通信協議会表彰規程 
（目的）  

第１条 この規程は、中国地方非常通信協議会(以下、｢協議会｣という。)会則第5条及び第14条

に基づく表彰の基準及び手続きを定めることを目的とする｡  

 

（表彰基準）  

第２条 表彰は、次に掲げる事由のいずれかに該当する個人又は団体について行う｡  

(1) 非常通信実施に関して、特に推薦するに足りる功績があったもの  

(2) 中央非常通信協議会（以下、｢中央協議会｣という｡）、地方非常通信協議会（以下、｢地

方協議会｣という｡）の運営に対し、特に顕著な功績があったもの  

 

（表彰の手続き）  

第３条 表彰は、会長が行う｡  

２ 協議会の委員は、前条の基準に該当し、表彰することが適当と認められる時は、別紙様式

による推薦調書を協議会会長に提出する｡  

３ 会長は、前項の推薦があった時は、表彰審査委員会（以下、｢審査委員会｣という｡）に付託

するものとする｡  

 

（審査委員会の構成）  

第４条 審査委員会は、協議会の幹事のうちから会長が委嘱した若干名の委員をもって構成す

る｡  

２ 審査委員長は、原則として審査委員の互選により選出する｡  

 

（表彰の決定）  

第５条 表彰の決定は、出席した表彰審査委員の過半数の賛成により、決定する｡  

 

（表彰の方法）  

第６条 表彰は、表彰審査委員会の決定を受け、会長が次のいずれかを贈ることにより行う｡  

(1) 表彰状（構成員）  

(2) 感謝状（非構成員）  

２ 表彰は、原則として協議会の総会の際に行う｡  

３ 被表彰者への諸連絡は、各推薦者から行うものとする｡  

 

付則 この規定は、昭和３７年４月１日から実施する｡  

付則 この規定は、昭和４８年５月１０日（一部改正）から実施する｡  

付則 この規定は、平成６年４月２８日（一部改正）から実施する｡  

付則 この規定は、平成７年４月２８日（一部改正）から実施する｡  

付則 この規定は、平成１３年６月２５日（一部改正）から実施する｡  

付則 この規定は、平成２２年５月２７日（一部改正）から実施する｡ 

付則 この規定は、令和３年６月１５日（一部改正）から実施する｡ 



別紙（第３条関係）
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